年次有給休暇について

【時季指定権】

１、書面による事前届出手続きを定めても、それに反する年休請求が少なくとも前日までになされる限り、これを全て無効として取扱うことは問題です。

　　あくまでも、当該行為は年休届出手続違反ということで服務規律上の問題であると考えます。

２、年休請求権は使用者の承諾を要件とするものではないので、許可制とすることはできません。

【時季変更権】

１、事業の正常な運営が妨げられる場合に、使用者は時季変更権を行使できます。

· 具体的には、その労働者の従事する業務組織（部や課・係）の運営上、その労働者が年休日に不可欠な要員であり、他に代替要員の手配が容易にできない場合です。

· その考慮要素は事業の規模・内容、当該労働者の業務内容、業務の繁閑、代替労働者の配置の難易、労働慣行等を総合して決するというのが裁判所の考え方。

（例）

『使用者の事情』

①その労働者がいなくとも大きな支障がない場合

→　時季変更権は認められません。

②その労働者がいないと大きな支障が生じるが、代替的業務を担当しているため、同一業務組織内の出勤者でカバーできる場合

→　一般的には時季変更権は認められません。ただし、出勤者でカバーできるとはいえ、業務組織全体の業務に相当の支障が出る場合には⑤の事情も考慮して、時季変更権が認められる場合もあります。

　　（ⅰ）交代制の勤務割で予め必要人員と出勤者を定めている場合に、出勤予定者が年休当日の直前に年休請求をしたようなケースが考えられます。

　　（ⅱ）複数労働者から同一年休日の請求があり、他の出勤予定者でカバーできない場合は、各人の年休利用目的等（重要性・緊急性）を考慮して合理的な判断をする限り、その一部のものに対して時季変更権を行使することも認められます。

③上記②ではカバーできず、他の業務組織からの応援或いは非番者や休日労働者の応援を要する場合

→　常時人員不足で③の事情が生じるのであれば、時季変更権は認められません。一般的には業務組織の職務遂行と直接関係のないところからの応援或いは非番や休日の労働者を出勤させなければならない事情があれば、時季変更権の行使が認められやすいと考えます。

